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１３. 家電リサイクル品 （虎の巻 P２０）

☆ 家電４品目は、家電リサイクル法により、市では収集･処理・処分ができません。

販売店か市が許可している業者に引き取りを依頼するように、指導してください。

※ 家電４品目: ・冷蔵(冷凍)庫 ・テレビ(ブラウン管･薄型)

・エアコン ・洗濯機、衣類乾燥機

【許可業者】 ① ㈱小林アルミ ℡ 27-0070 ② ㈱ホシヤマ ℡ 23-1030

１４．パソコンリサイクル品 （虎の巻 P２１）

☆ 家庭用パソコンについては、PC（家庭用パソコン） リサイクル法により、メーカーによる回収が 義務

づけされており、市では収集・処理・処分ができません。

販売店、メーカー、市内業者、宅配業者のいずれかに問い合わせるように、指導してください。


